
川西町資格等取得支援事業補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、川西町中小企業・小規模事業者振興条例（平成２８年条例第１

１号。以下「条例」という。）に基づき、求職者及び勤労者が就職や仕事に役立つ

資格等を取得することを支援することにより、中小企業・小規模事業者の先導的役

割を担う人材及び技術の育成並びに確保を図ること並びに良好な雇用環境の整備

促進を図ることを目的として、予算の範囲内において川西町資格等取得支援事業補

助金（以下「補助金」という。）を交付する場合において、川西町補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する規則（昭和４４年規則第１５号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 ⑴ 求職者 公共職業安定所を通じた求職活動を行っている者 

 ⑵ 勤労者 職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生

活する者 

 （補助金交付対象者） 

第３条 この要綱による補助金の交付対象者は、求職者、勤労者及び事業所とし、次

の各項の要件を満たす者、かつ、国、県及び他の団体等から本事業と重複する補助

金等の交付を受けていないものとする。 

２ 求職者が対象となる場合には、次に掲げる要件を満たすものとする。 

 ⑴ 川西町内に住所を有する者で、今後も引き続き町内に居住する意思のある者。

ただし、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校、専修学校及び

各種学校に在学する者を除くものとする。 

 ⑵ 就労に必要な資格等を取得した者 

３ 勤労者が対象となる場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

 ⑴ 町内事業所に勤務している者 

 ⑵ 現就業場所の業務能力向上のために必要な資格等を取得した者 

４ 事業所が対象となる場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

 ⑴ 条例第２条に規定する中小企業・小規模事業者及びこれに準ずる事業者である

こと。 

 ⑵ 前項の各号のいずれにも該当する者に資格等を取得させること。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助対象となる事業は、国家資格、公的資格及び民間資格で就労や現就業場

所の業務能力向上につながるもの（以下「国家資格等の取得」という。）又は研修

及び講座等の修了が国家資格等の取得と同等又はこれに準ずるものと客観的に認

められるものを年度内に取得する事業とする。ただし、次に掲げる資格等を取得す

る事業を除く。 

 ⑴ 普通自動車免許 

 ⑵ 普通自動二輪車免許 

 ⑶ 大型自動二輪車免許 

 ⑷ 小型自動二輪車免許 

 ⑸ 原動機付自転車運転免許 



 （補助対象経費、補助率等） 

第５条 補助金交付の対象となる経費は、別表第１に掲げる経費中町長が認める額の

合計額とする。 

２ 補助率等は、別表第２のとおりとする。 

 （補助金の交付申請及び実績報告等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、規則第４

条の規定にかかわらず、当該年度の末日までに次に掲げる関係書類を町長に提出し

なければならない。 

⑴ 川西町資格等取得支援事業補助金交付申請書兼修了報告書（様式第１号） 

 ⑵ 資格等の取得に要した経費を明らかにできる書類 

 ⑶ 資格等を取得したことが証明できる書類の写し 

 ⑷ 求職者が申請する場合は、ハローワークカードの写し 

 ⑸ 勤労者が申請する場合は、勤務している事業所に係る雇用契約書又は労働条件

通知書の写し等雇用状況が確認できるもの 

 ⑹ 事業所が申請する場合は、対象となる就労者の雇用契約書又は労働条件通知書

の写し等雇用状況が確認できるもの 

 ⑺ 町長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付の申請に係る受付は、当該年度の予算を超過した場合は、受付を終

了するものとする。 

３ 規則第１３条に規定する実績報告は、第１項の関係書類の提出をもって、報告が

あったこととみなす。 

（補助金の交付決定及び額の確定等） 

第７条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、規則第５条第１項

の規定に関わらず、その内容を審査し、補助金交付の可否について決定し、申請者

に対し川西町資格取得支援事業補助金交付（不交付）決定・額の確定通知書（様式

第２号）により通知するものとする。 

２ 規則第１４条に規定する補助金等の額の確定については、前項の交付額等の決定

と併せて行う。 

（補助金の請求）  

第８条 補助金の交付額の確定を受けた者は、当該通知を受けた後、速やかに川西町

資格取得支援事業補助金交付請求書（様式第３号）を町長に提出するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するもの

とする。 

（その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。  

 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 

別表第１ 

補助対象経費 対象とならない経費 

受講料及び教材費 必要な経理書類を用意できないもの 

事業実施年度４月１日から翌年３月３１日までに支払い受験料 



登録料 が完了しない経費 

既に保有している資格等の更新経費 

上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切

と認められる経費 

その他町長が必要と

認める経費 

 

別表第２ 

補助率 
補助対象経費の１／２以内の額（その額に千円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額） 

補助金交付限度額 

１人につき５万円 

１人につき年度内１回を限度とし、事業所においては年度内 

３人までとする。 

 


